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(57)【要約】
【課題】感知反転が発生しても復帰させることが可能な
車両感知システムを提供する。
【解決手段】道路Ｒ上の監視領域Ａの温度を検出する検
出部２から得られた入力レベルと、道路Ｒの温度レベル
に基づく背景レベルとの差に基づいて車両Ｖの有無の判
定を行う判定部３２を備えている。車両無しの判定がさ
れている間に、背景レベル学習部３３は入力レベルに基
づいて背景レベルの学習処理を行う。車両無しの判定が
された際の背景レベルを、参照レベルとして記憶部３６
は記憶する。反転検知部３７は、車両無しの判定がされ
た後の判定で車両有りとされている際の入力レベルと、
参照レベルとを比較し、両者が同等であると判定すると
感知反転の発生を検知する。
【選択図】　　　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　道路上の監視領域の温度を検出する検出部から得られた入力レベルと、道路の温度レベ
ルに基づく背景レベルとの差に基づいて車両の有無の判定を行う判定部と、
　車両無しの判定がされている間に、前記入力レベルに基づいて前記背景レベルの学習処
理を行う学習部と、
　車両無しの判定がされた際の前記背景レベルまたは前記入力レベルを、参照レベルとし
て記憶する記憶部と、
　車両無しの前記判定がされた後に車両有りと判定されている間に取得された前記入力レ
ベルと、前記参照レベルとを比較し、両者が同等であると判定すると感知反転の発生を検
知する反転検知部と、
　備えていることを特徴とする車両感知システム。
【請求項２】
　前記反転検知部は、前記入力レベルと前記参照レベルとが同等である時間が規定時間以
上を経過することを条件として、感知反転の発生を検知する請求項１に記載の車両感知シ
ステム。
【請求項３】
　前記反転検知部が感知反転の発生を検知すると、背景レベルを入力レベルに合わせる処
理を行う背景レベル復帰部を更に備えている請求項１または２に記載の車両感知システム
。
【請求項４】
　前記反転検知部が感知反転の発生を検知すると、車両有りの判定を車両無しの判定に復
帰させる処理を行う判定復帰部を更に備えている請求項１～３のいずれか一項に記載の車
両感知システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両感知システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　交通量や車両の占有時間を調べるために、道路における車両の有無を感知する車両感知
システムが知られている。特許文献１には、このような車両感知システムが開示されてい
る。
【０００３】
　特許文献１のシステムは、道路上の監視領域を通過する車両を感知するセンサを備えて
いる。このセンサは、サーモパイル素子を有していて、車両や道路などの検知対象が発す
る赤外線を感知する。この感知結果は、入力レベルとしてシステムに与えられる。
　車両の温度が道路の温度と異なることにより、放射する赤外線の量も車両と道路とで異
なる。このため、センサの監視領域を車両が通過すると、その温度に応じて、センサから
の入力レベルが変化する。この入力レベルの変化によって監視領域を通過する車両を感知
することが可能である。
【０００４】
　また、特許文献１には、車両の有無の判定結果に応じて、得られた入力レベルを用いて
背景レベルを変動させる背景レベル演算手段が開示されている。この背景レベル演算手段
は、判定結果が車両有りの場合は背景レベルを学習せず、車両無しの場合は入力レベルに
追従するように背景レベルを学習する。
　このように、背景レベルを一定値ではなく学習によって変化させることで、背景レベル
の真値（背景温度）が時間帯で変動しても対応することができる。
【０００５】
【特許文献１】特許第３７１９４３８号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　車両感知の判定において、例えば、道路の温度とほぼ同じ温度の車両を感知した場合、
車両が監視領域に存在しているにも関わらず、車両無しと判定してしまう「感知反転」が
生じるおそれがある。
　この場合、前記背景レベル演算手段によれば、判定結果が車両無しの場合に、背景レベ
ルの学習が無条件で実行されてしまうので、車両感知の判定が反転していると、背景レベ
ルを正確に学習することができない。背景レベルの学習が正確でないと、車両感知システ
ムにおける背景レベルは、実際の背景レベル（真値）と異なった値となる可能性がある。
【０００７】
　そして、監視領域から前記車両が脱すると、システムは、実際の道路の温度に基づく入
力レベルを取得するが、このシステムにおける背景レベルが誤った値となっていることに
より、前記入力レベルと前記背景レベルとの間に差が生じ、実際では車両が存在していな
いにも関わらず、車両有りと判定してしまうおそれがある。このように従来では、感知反
転が継続したままとなるおそれがある。
【０００８】
　そこで、本発明は、感知反転が発生してもその発生を検知することができる車両感知シ
ステムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の車両感知システムは、道路上の監視領域の温度を検出する検出部から得られた
入力レベルと、道路の温度レベルに基づく背景レベルとの差に基づいて車両の有無の判定
を行う判定部と、車両無しの判定がされている間に、前記入力レベルに基づいて前記背景
レベルの学習処理を行う学習部と、車両無しの判定がされた際の前記背景レベルまたは前
記入力レベルを、参照レベルとして記憶する記憶部と、車両無しの前記判定がされた後に
車両有りと判定されている間に取得された前記入力レベルと、前記参照レベルとを比較し
、両者が同等であると判定すると感知反転の発生を検知する反転検知部と備えていること
を特徴とする。
【００１０】
　本発明によれば、記憶部が記憶する参照レベルは、車両無しの判定がされた際の背景レ
ベルまたは入力レベルであるため、この参照レベルは、実際の道路の温度を示しているは
ずである。したがって、参照レベルの記憶の後において、道路の温度が変化していない場
合では、道路に車両が存在していない時に取得される入力レベルは、参照レベルと同等と
なる。つまり、入力レベルと参照レベルとが同等である場合、当該入力レベルの取得時に
は、道路に車両が存在していないことが推定される。
【００１１】
　そこで、実際では車両が存在していないのに、車両感知システムにおいて感知反転が発
生していることにより、誤って車両有りと判定されている場合に、反転検知部が、入力レ
ベルと参照レベルとが同等であると判定すると、感知反転の発生を検知することができる
ので、この感知反転を解消するための処理をその後行うことが可能となり、感知反転が継
続することを抑制できる。
【００１２】
　また、前記反転検知部は、前記入力レベルと前記参照レベルとが同等である時間が規定
時間以上を経過することを条件として、感知反転の発生を検知するのが好ましい。
　これは、実際には監視領域に車両が存在せず、背景が道路である場合、その際に取得さ
れる入力レベルは、道路の温度によるものであるため継続して（ほぼ）一定値を示すこと
による。すなわち、感知反転が発生していて実際では車両が存在していないのに誤って車
両有りと判定されている場合において、入力レベルと参照レベルとが同等である時間が規
定時間以上を経過することを条件として、感知反転の発生を検知することにより、この入
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力レベルは道路の温度を示していることが推定され、その検知（実際では車両無しである
ことの検知）の正確性が高まる。
【００１３】
　また、前記車両感知システムは、前記反転検知部が感知反転の発生を検知すると、背景
レベルを入力レベルに合わせる処理を行う背景レベル復帰部を更に備えているのが好まし
い。
　この場合、感知反転を解消するための処理として、背景レベル復帰部によって、背景レ
ベルを入力レベルに合わせるので、学習部によって誤って背景レベルが学習されていても
、背景レベルを正しい値に復帰させることができる。
【００１４】
　また、前記車両感知システムは、前記反転検知部が感知反転の発生を検知すると、車両
有りの判定を車両無しの判定に復帰させる処理を行う判定復帰部を更に備えているのが好
ましい。
　この場合、反転検知部が感知反転の発生を検知すると、判定復帰部は、車両有りの判定
を車両無しの判定に復帰させるので、感知反転を迅速に解消することができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、感知反転の発生を検知することができるので、この感知反転を解消す
るための処理をその後行うことが可能となり、感知反転が継続することを抑制できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
　図１及び図２は車両感知システム１を示している。この車両感知システム１は、道路上
の所定領域が監視領域Ａとされ、当該監視領域Ａ内に車両Ｖが存在する場合に、当該車両
Ｖを感知する。
【００１７】
　この車両感知システム１は、車両Ｖを検出するため監視領域Ａの温度を検出する検出部
２を備えている。検出部２によって得られた入力レベル（監視領域Ａの平均温度に相当す
る入力電圧値）は、感知処理部３に与えられる。感知処理部３では、監視領域Ａ内の車両
Ｖの有無を判定し、車両有り（感知ＯＮ）又は車両無し（感知ＯＦＦ）の信号を感知結果
として出力する。
【００１８】
　感知結果は、交通信号制御機や交通管制センターに送信される。なお、交通信号制御機
は、車両感知システム１の近傍に設置される。交通管制センター等では、複数の車両感知
システムからの感知結果を集計して、交通量や車両の占有時間を算出し、渋滞判定や車両
平均速度算出などが行われる。
【００１９】
　前記検出部２は、車両や道路が発する赤外線を感知することで、監視領域Ａの温度を検
出するサーモパイル素子によって構成されている。この検出部２は、図１に示すように、
監視領域Ａを道路Ｒ上に設定するため、道路脇の支柱４に取り付けられている。
　検出部２は、感知処理部３と接続されており、検出部２によって得られた入力レベルは
感知処理部３に送信される。
　感知処理部３は、前記支柱４に取り付けられた筐体５内に配置されている。なお、感知
処理部３を検出部２と同一の筐体内に収める構成としてもよく、検出部２や感知処理部３
の配置は図に示す構成に特に限定されるものではない。
【００２０】
　感知処理部３は、ＣＰＵや記憶部などを有するコンピュータを含むハードウェア等によ
って構成されていて、記憶部に記憶されているコンピュータプログラムが実行されること
で、車両感知のための処理を行う。
【００２１】
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　監視領域Ａにおける車両Ｖの有無を判定（感知判定）するための基本原理としては、車
両Ｖが存在しないときの道路Ｒの温度を背景レベルとして記憶しておき、入力レベルと背
景レベルに差があれば車両有り（感知ＯＮ）と判定し、入力レベルと背景レベルに差がな
ければ車両無し（感知ＯＦＦ）と判定する。
【００２２】
　ただし、本実施形態では、単純に入力レベルと背景レベルとを比較して感知判定するの
ではなく、より正確に感知判定を行うため、感知処理部３は、入力レベルと背景レベルと
の差に基づく値を比較値として算出し、その比較値を閾値（感知判定用の閾値）と比較す
ることで、感知結果（感知ＯＮ／感知ＯＦＦ）を求める。
【００２３】
　このために、感知処理部３は、入力レベルと背景レベルとの差に基づく値を比較値とし
て算出する比較値算出部３１としての機能を備えている（図３（ａ）参照）。さらに、感
知処理部３は、比較値と閾値とを比較して、車両の有無を判定する判定部３２としての機
能を有している（図３（ｂ）参照）。
【００２４】
　前記比較値算出部３１は、入力レベルと背景レベルとの差分を示す値（比較値）として
、入力レベルと背景レベルの差の微積和を算出する。この微積和は、入力レベルと背景レ
ベルの単純差から、ノイズの影響を低減し、当該単純差の変化分を強調することで閾値と
の比較をし易くしたものである。
【００２５】
　図３（ａ）に示すように、比較値演算部３１では、微積和を求めるため、まず、入力レ
ベルと背景レベルとの差分を差分演算部３１ａによって求める。さらに、その差分の絶対
値の積分値を積分演算部３１ｂによって求める。
　この積分値は、前記差分の時間平均値に相当し、差分からノイズの影響を低減したもの
を得ることができる。また、差分の絶対値の微分値を求める演算が微分演算部３１ｃによ
って行われる。微分値は、前記差分の変化分を示すものである。
【００２６】
　前記積分値と前記微分値とは加算部３１ｄによって加算され、この加算値が微積和（比
較値）となる。微積和は、ノイズが低減された積分値に変化分を示す微分値が加えられた
ものであるから、ノイズの影響が低減され、変化分を強調したものとなっている。
【００２７】
　前記判定部３２では、この微積和を用いて判定を行うため、より正確に感知判定を行う
ことができる。ただし、比較値としては、入力レベルと背景レベルとの差に基づくもので
あれば、前記微積和に限定されるものではない。なお、比較値算出部３１からは、前記積
分値も出力される。この積分値も、入力レベルと背景レベルの差に基づく値である。
【００２８】
　図３（ｂ）に示すように、判定部３２は、比較値算出部３１によって算出された比較値
（微積和）を用いて、感知結果（感知ＯＮ／感知ＯＦＦ）を出力する感知判定を行う。
　ここでの感知判定の基本原理は、比較値が閾値よりも大きければ（比較値＞閾値）、感
知ＯＮ（車両有り）と判定し、比較値が閾値よりも小さければ（比較値＜閾値）、感知Ｏ
ＦＦ（車両無し）と判定する。
【００２９】
　ただし、本実施形態では、感知ＯＮから感知ＯＦＦに切り替わった直後や感知ＯＦＦか
ら感知ＯＮに切り替わった直後における感知結果のチャタリングを防止するため、感知判
定用の閾値として「閾値Ｌｏ」（第一閾値）と「閾値Ｈｉ」（第二閾値）の２つが導入さ
れている。
【００３０】
　第一の閾値である閾値Ｌｏは、感知ＯＮの状態から感知ＯＦＦを判定するためのもので
あり、第二の閾値である閾値Ｈｉは、感知ＯＦＦの状態から感知ＯＮを判定するためのも
のである。換言すると、閾値Ｌｏは、車両有りの判定（感知ＯＮ）がされている間におい
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て、車両無し（感知ＯＦＦ）の判定するために用いられるものであり、閾値Ｈｉは、車両
無しの判定（感知ＯＦＦ）がされている間において、車両有り（感知ＯＮ）の判定をする
ために用いられるものである。
　閾値Ｌｏは、通常、閾値Ｈｉよりも所定値ほど減じた値に設定され、これにより感知Ｏ
Ｎ／ＯＦＦ切り替わり時のチャタリングが防止される。
【００３１】
　図４に示すように、感知処理部３は、さらに、背景レベルを学習する背景レベル学習部
３３としての機能、及び、この背景レベル学習部３３の学習処理を制御するための学習制
御部３５としての機能を有している。
　また、感知処理部３は、前記判定部３２によって車両無し（感知ＯＦＦ）の判定がされ
た際の背景レベル（または入力レベル）を、参照レベルとして記憶する記憶部３６を備え
ている。
【００３２】
　さらに、感知処理部３は、実際では車両が存在しているのに判定結果が感知ＯＦＦとな
ったり、実際では車両が存在していないのに判定結果が感知ＯＮとなったりする感知反転
が生じている場合に、当該感知反転の発生を検知する反転検知部３７としての機能を有し
ている。
　また、感知処理部３は、反転検知部３７によって感知反転の発生が検知された場合に、
当該感知反転を解消するための処理を実行する機能部として、背景レベル復帰部３８及び
判定復帰部３９を更に備えている。
【００３３】
　前記背景レベル学習部３３及び前記学習制御部３５について説明する。
　背景レベル（道路の路面温度）は、例えば時間帯によって変動するため、一定値を背景
レベルとして採用すると真値（実際の道路の温度）とのズレが発生する。そこで、背景レ
ベルを、図５（ａ）のように学習することが考えられる（第一の背景レベル学習）。
【００３４】
　この学習方法では、車両Ｖが監視領域Ａに存在しない感知ＯＦＦ時には、入力レベルは
道路Ｒの温度を示しているはずであるから、背景レベル学習部３３は、入力レベルに追従
するように背景レベルの学習を行う。
　また、この学習方法では、車両Ｖが監視領域Ａに存在する感知ＯＮ時には、入力レベル
は主に車両Ｖの温度を示しているはずであるから、背景レベル学習部３３は、背景レベル
の学習を行わず、感知ＯＦＦから感知ＯＮに切り替わったときの背景レベルを保持する。
このようにして学習された背景レベルおよび保持された背景レベルは、前記記憶部３６が
記憶する。
【００３５】
　このように、第一の背景レベル学習では、感知結果（感知ＯＮ／感知ＯＦＦ）だけに基
づいて、学習の有無が切り替えられる。この学習の有無の切り替えは、学習制御部３５に
よって行われる。学習制御部３５は、感知結果だけを取得すれば、背景レベル学習部３３
における学習の有無の切り替え制御を行うことができる。
【００３６】
　図５（ｂ）に示す第二の背景レベル学習を説明する。この学習方法では、感知ＯＦＦ時
であっても、学習しない場合が設定されている。この第二の背景レベル学習では、学習の
実行／休止、の切り替え条件として、感知結果以外のものも導入されている。
【００３７】
　具体的には、学習実行／休止、の切り替え条件として、微積和（比較値）を導入してい
る。感知ＯＦＦになると直ちに（無条件で）背景レベル学習を行うのではなく、微積和（
比較値）が十分に小さくなってから背景レベル学習を行う。
　具体的に説明すると、背景レベル学習用閾値（以下、「保持Ｌｏ」という）を導入し、
微積和（比較値）が保持Ｌｏよりも大きければ、感知ＯＦＦであっても学習せず、感知Ｏ
ＦＦ時において微積和（比較値）が保持Ｌｏよりも小さければ、背景レベルの学習を行う
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。
【００３８】
　保持Ｌｏとしては、例えば、感知ＯＮになる度に、感知ＯＮになったときの微積和の値
が設定される。具体的には、感知結果が感知ＯＦＦから感知ＯＮになると、感知ＯＮにな
ったときの比較値が、保持Ｌｏとしてセットされる（記憶される）。セットされた保持Ｌ
ｏが、感知ＯＦＦ時における微積和との比較に用いられる。
【００３９】
　このように、微積和（比較値）が保持Ｌｏよりも大きければ学習処理が休止されるため
、微積和（比較値）が比較的大きく監視領域に車両が存在する可能性がある状態での背景
レベルの学習を防止することができる。このため、監視領域に実際に車両が存在していた
場合、当該車両の温度に基づいて背景レベルが学習されることがなく、背景レベルが真値
からずれることを抑制できる。
【００４０】
　前記記憶部３６および前記反転検知部３７を図６と図７によって説明する。
　図６（ａ）と図７（ａ）は、検出部２から感知処理部３が取得した入力レベルＬｉ（実
線）および感知処理部３が有している背景レベルＬｂ（二点鎖線）を表している。背景レ
ベルＬｂは、背景レベル学習部３３によって学習された値、または、背景レベルの学習が
行われずに感知ＯＦＦから感知ＯＮに切り替わったときに保持された値である。
　図６（ｂ）と図７（ｂ）は、監視領域Ａにおける実際の車両Ｖの有無を表している。図
６（ｃ）と図７（ｃ）は、判定部３２による感知判定の結果を表している。また。図６と
図７において、横軸は時間を表している。
【００４１】
　記憶部３６は、各種情報を記憶できる記憶装置（メモリ）からなり、前記判定部３２に
よって車両無し（感知ＯＦＦ）の判定がされた際の背景レベルを、参照レベルとして記憶
することができる。すなわち、図６（ｃ）に示しているように、例えば、時刻ｔ２で、感
知ＯＮから感知ＯＦＦに切り替わっていることから、この切り替わりの際の背景レベルＬ
ｂ１の値を、参照レベルとして記憶部３６は記憶する。
【００４２】
　記憶部３６が記憶するこの参照レベルは、感知ＯＦＦの判定がされた際の背景レベルで
あるため、当該参照レベルは、実際の道路の温度を示しているはずである。
　なお、記憶部３６の変形例として、感知ＯＦＦの判定がされた際の入力レベルを、参照
レベルとして記憶してもよい。これは、感知ＯＦＦへの切り替わり時では、入力レベルが
背景レベルとほぼ一致していることから、当該入力レベルも、実際の道路の温度を示して
いるためである。
【００４３】
　反転検知部３７は、判定部３２によって、車両無し（感知ＯＦＦ）の判定がされた次に
車両有り（感知ＯＮ）と判定されている間の入力レベルと、記憶部３６が記憶している参
照レベルとを比較する機能と、当該入力レベルと当該参照レベルとが同等であると判定す
ると感知反転の発生を検知する機能とを有している。
　また、この反転検知部３７によって行われる感知反転の発生の検知は、前記入力レベル
と前記参照レベルとが同等である時間が、連続して規定時間以上を経過することを条件と
している。なお、この規定時間としては、例えば１秒とすることができ、１秒～２秒に設
定することができる。
【００４４】
　例えば、図６に示しているように、時刻ｔ２で感知ＯＦＦの判定がされ、この判定の次
の判定で、感知ＯＮとされている間（例えば図７の時刻ｔ４から時刻ｔ５の間）の入力レ
ベルＬｉ１と、記憶部３６が記憶している前記参照レベル（図６のＬｂ１）とを、反転検
知部３７が比較する。
【００４５】
　そして、入力レベルＬｉ１と、参照レベル（Ｌｂ１）との差が、規定値α以下である場
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合、反転検知部３７は、感知反転が生じていることを検知する。逆に、入力レベルＬｉ１
と、参照レベル（Ｌｂ１）との差が、規定値αを超えている場合、反転検知部３７は、感
知反転が生じていないことを検知する。
【００４６】
　なお、前記規定値αは、入力レベルおよび背景レベルと同様の電圧値とすることができ
るが、この規定値αを温度換算すると、入力レベルと参照レベルとの差が±０．５℃の範
囲内にある場合に、反転検知部３７は、感知反転が生じていることを検知する。
【００４７】
　このように、反転検知部３７が感知反転の発生を検知することによって、車両感知シス
テムは、この感知反転を解消するための処理をその後行うことが可能となり、感知反転が
継続することを抑制できる。感知反転を解消するための処理については、後の具体例で説
明する。
【００４８】
　以上のように構成された車両感知システムによる、車両感知についての具体例を図６と
図７とに沿って説明する。
　時刻ｔ１（図６）～時刻ｔ３（図７）までの間、実際では監視領域Ａに車両Ｖが停車し
ている。しかし、時刻ｔ２（図６）で、入力レベルＬｉが背景レベルＬｂとほぼ同じにな
っていることから、実際では車両Ｖが存在しているにも関わらず、判定部３２では誤って
感知ＯＦＦの判定がされている。この時刻ｔ２で、感知反転が生じている。
　これは、例えば、監視領域Ａ内に進入した車両Ｖのうち、最初に検出部２の検知対象と
なった車体部分は、道路と温度が大きく異なっていたが、当該車両Ｖが監視領域Ａ内で僅
かに前進することで検知対象となる車体部分が変わり、新たに検知対象となった車体部分
の温度が（偶然に）道路の温度とほぼ等しかったことによって発生する。
【００４９】
　時刻ｔ２で判定部３２により感知ＯＦＦの判定がされていることで、背景レベル学習部
３３は、入力レベルに基づいて背景レベルの学習を開始する。しかし、実際では監視領域
Ａには車両Ｖが存在していることから、道路の温度ではなくて、当該車両Ｖの温度を道路
の温度と誤認識して、背景学習を行ってしまう。
【００５０】
　さらに、時刻ｔ２～時刻ｔ３の間、前記車両Ｖが監視領域Ａ内を徐々に移動することに
より、検出部２による検知対象となる車体部分が変わり、その温度が上昇している。つま
り、背景レベル学習部３３は、車両Ｖの温度の上昇に追従して背景レベルを誤って学習し
ている。
【００５１】
　これに対して、実際では道路の温度はそれほど変化しておらず、時刻ｔ２～時刻ｔ３の
間で、実際の道路の温度（実際の背景レベルの真値）は、一定のＬｔである。
　このため、背景レベル学習部３３によって学習して得られる背景レベルＬｂは、実際の
道路の温度による背景レベルＬｔとは異なり、誤った値となる。この誤りによる差を図７
においてｇで示している。
【００５２】
　この結果、時刻ｔ３において、監視領域Ａから前記車両Ｖが脱すると、判定部３２は、
検出部２から実際の道路の温度に基づく入力レベルを取得する。この際、背景レベルが学
習によって誤った値となっていることにより、時刻ｔ３～時刻ｔ６までの間で、実際では
監視領域Ａに車両Ｖが存在していないにも関わらず、入力レベルと背景レベルとの間に差
が生じていることから、時刻ｔ３において、判定部３２は車両有り（感知ＯＮ）と判定し
ている。
【００５３】
　このように感知反転が継続したままであると、前記交通信号制御機や交通管制センター
（図２参照）は、車両を感知した台数（交通量）や占有時間に関する情報を正常に把握す
ることができなくなり、このような情報を利用して実行される交通信号機の制御に、悪影
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響を与えてしまうおそれがある。
　しかし、本発明の車両感知システムによれば、時刻ｔ２において、最初の感知反転が生
じていても、感知反転が継続することを防止することができる。
【００５４】
　すなわち、記憶部３６は、時刻ｔ２で感知ＯＦＦの判定がされた際の背景レベルＬｂ１
を、参照レベルとして記憶している。なお、この参照レベルは、感知ＯＦＦの判定がされ
た際の背景レベルであるため、実際の道路の温度を示している。
　そして、反転検知部３７において、判定部３２による次の判定で感知ＯＮとされている
間（時刻ｔ３～）の入力レベルと、記憶部３６が記憶している参照レベル（Ｌｂ１）とが
比較される。
【００５５】
　この比較によって、入力レベルと参照レベル（Ｌｂ１）とが同等であると判定されると
、感知反転が生じていることを検知するが、さらに、反転検知部３７では、入力レベルと
参照レベル（Ｌｂ１）とが同等である時間が連続して規定時間（１秒）以上を経過するこ
とを条件として、感知反転が生じていることを検知するように構成されている。
【００５６】
　具体例を説明すると、感知ＯＮの判定がされている間（時刻ｔ４～ｔ５）の入力レベル
Ｌｉ１が、記憶部３６が記憶している参照レベル（Ｌｂ１）と同等であり、この同等であ
る時間（時刻ｔ４～ｔ５）が連続して１秒以上であるため、反転検知部３７は感知反転の
発生を検知する。
　そして、感知反転の発生が検知されると、車両感知システム１は、この感知反転を解消
するための処理をその後実行し、感知反転の継続を防止する。
【００５７】
　このように、規定時間（１秒）以上を経過することを条件として、感知反転の発生を検
知するように構成することで、感知反転の誤検知を防ぐことができる。すなわち、実際に
は監視領域Ａに車両Ｖが存在せず、背景が道路である場合、一台の車両Ｖが監視領域Ａを
通過する程度の時間では、検出部２から得られる入力レベルは、道路の温度によるもので
あるため継続してほぼ一定値を示す。したがって、規定時間以上を経過することを条件と
して、感知反転の発生を検知することにより、検出部２から得られる入力レベルは道路の
温度を示していることが推定され、その検知（実際では車両無しであることの検知）の正
確性が高まる。
【００５８】
　また、反転検知部３７が、前記規定時間未満の瞬時の入力レベルに基づいて感知反転の
有無を検知してしまうと、入力レベルのノイズの影響等によって誤検知するおそれがある
が、規定時間以上を経過することを条件とすることにより、この誤検知を防止することが
できる。
【００５９】
　そして、発生している感知反転を解消するための処理を実行するために、感知処理部３
は、背景レベル復帰部３８（図４参照）を備えている。この背景レベル復帰部３８は、反
転検知部３７が感知反転の発生を検知すると、背景レベルを入力レベルに合わせる処理を
行う。
　具体的に説明すると図７において、前記規定時間（１秒）を経過すると（つまり時刻ｔ
５で）、記憶している背景レベルを、背景レベル復帰部３８によって、当該規定時間（１
秒）の経過時の入力レベルに合わせる処理が実行される。
　この背景レベル復帰部３８によれば、前記のとおり、背景レベル学習部３３によって誤
って背景レベルが学習されていて、背景レベルが真値と異なっていても、感知処理部３に
おける背景レベルを正しい値に迅速に復帰させることができる。
【００６０】
　なお、背景レベル復帰部３８は、前記規定時間の経過時の入力レベルを背景レベルに置
き換えることで、背景レベルを迅速に入力レベルに合わせることができる。または、判定
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部３２による判定が感知ＯＦＦの状態で、取得される入力レベルに追従するように背景レ
ベルの学習を行うことで、背景レベルを徐々に入力レベルに合わせてもよい。
【００６１】
　さらに、発生している感知反転を解消するための処理を実行するために、感知処理部３
は、判定復帰部３９（図４参照）を更に備えている。この判定復帰部３９は、反転検知部
３７が感知反転の発生を検知すると、感知ＯＮの判定を感知ＯＦＦの判定に復帰させる処
理を行う。
　具体的に説明すると図７において、前記規定時間（１秒）を経過すると（つまり時刻ｔ
５で）、感知ＯＮの判定を感知ＯＦＦの判定へと反転させる。この判定復帰部３９によれ
ば、感知反転を迅速に解消することができる。
　なお、反転検知部３７が感知反転の発生を検知すると、前記背景レベル復帰部３８およ
び判定復帰部３９の双方を機能させるのが好ましいが、いずれか一方であってもよい。
【００６２】
　以上のように構成された車両感知システムによれば、感知反転が発生しても、当該感知
反転の発生を迅速に検知することができ、さらに、この感知反転を解消するための処理を
その後行うことが可能となり、感知反転している状態が継続することを防止することがで
きる。これにより、前記交通信号制御機や交通管制センター（図２参照）は、道路におけ
る交通量や占有時間に関する情報を正常に把握することができ、このような情報を利用し
て効果的に交通信号機を制御することが可能となる。
【００６３】
　また、本発明の車両感知システムは、図示する形態に限らず本発明の範囲内において他
の形態のものであっても良い。例えば、判定部３２による判定方法は他の方法であっても
よい。前記閾値として閾値Ｈｉと閾値Ｌｏの二種類を設けずに、一つにまとめてもよい。
また、背景レベル学習部３３による学習方法は、図５に示した以外の方法であってもよい
。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】道路に設置された車両感知システムを示す斜視図である。
【図２】車両感知システムのブロック図である。
【図３】感知処理部の一部の機能を示すブロック図であり、（ａ）は比較値算出部を示し
、（ｂ）は判定部を示す。
【図４】感知処理部の機能を示すブロック図である。
【図５】感知処理部によって実行される背景レベル学習方法を示す表である。
【図６】入力レベル、背景レベル、監視領域における実際の車両の有無、及び、判定部に
よる感知判定の結果の関係を示した図である。
【図７】図６の続きをしている図である。
【符号の説明】
【００６５】
１　車両感知システム
２　検出部
３　感知処理部
３１　比較値算出部
３２　判定部
３３　背景レベル学習部
３６　記憶部
３７　反転検知部
３８　背景レベル復帰部
３９　判定復帰部
Ａ　監視領域
Ｒ　道路
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Ｖ　車両

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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